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景観計画を策定し、歴史的な町並みと自然が一体となった良好な景観の
保全を図る。また、備中神楽、渡り拍子、備中松山踊りの保存・伝承活動
への支援を行い、歴史的風致の維持向上を図る。

通路等

小公園等

その他

住宅

敷地

明治20年代から30年代に建築された順正寮跡(県指定文化財)、郷土資料
館(市指定文化財)について、建造物の現状調査及び調査結果に基づく保存
修復を行い、良好な景観形成を図るとともに文化、交流、学習施設等とし
ての活用を図る。また、地区内の案内看板や施設等の説明看板の整備を行
い、町並みに調和した統一感のある景観を形成する。

地区内には本町を中心に歴史的な建造物が多く残っており、城下町の面
影を今もなお残している。新たなガイドラインによりこれらの建物を保
存・修景するとともに、公共空間としての古民家の再生や歴史的建造物の
保存・修理・活用を行い、住環境の向上とともに、歴史的町並みの景観の
維持、向上を図る。

区域内の不適切な空き家等の除却後跡地については、景観条例、景観計
画の策定により、一定規模以上の建築物の新築や工作物の新設に対して、
景観形成基準に則った規制・誘導を行い、歴史的な町並みと自然が一体と
なった良好な景観の保全、向上を図る。

住宅等
の整備
に関す
る基本
事項

その他の事項

高梁地区は、重要文化財でもある備中松山城の城下町として発展し、現
在も歴史的町並みや文化財などの歴史的建造物が多く残され、城下町の姿
を色濃く残している。江戸時代の都市計画による町割りや町名、地割りが
そのまま残され、現在も人々の生活の基盤となっている。こうした歴史的
町並みの保存や歴史的建造物の保存・修景、周辺の景観に配慮した環境整
備が特に望まれる地区である。

地区の西側の境に国道180号・313号(幅員23ｍ）が走り、都市計画街路
(幅員8～12ｍ)2路線が連携して地区内に誘導している。しかしながら、都
市計画街路以外の市道は、そのほとんどが城下町の町割りのままであり、
幅員は2ｍから5ｍと狭く、特に観光ルートとなっている本町通り、紺屋川
通りは、地区内の歩行者や観光客の安全性に問題がある。

地区内には、都市公園(2箇所)と児童公園(1箇所)、また集会所やコミュ
ニティ施設があり、住民のコミュニケーションの場として活用されてい
る。

高梁地域まちづくり推進委員会を中心としてまちづくり活動が展開され
ている。特に、歴史的町並みの保存や活用では、「本町地区町並み保存推
進協議会」や「高梁の歴史的風致を考える会」が住民組織として設置さ
れ、行政と住民が一体となり、地区全体で積極的に景観形成に努めてい
る。

備中松山城の城下町として発展した歴史的風致を生かしながら、歴史的
町並みや建造物の保存・活用を行い、住民にとって快適な生活環境である
とともに、来訪者にとっても魅力ある場となる、街なみ環境整備を図る。

　平成２３年度～平成３１年度

高梁地区の中でも景観上重要な位置を占める本町通りと紺屋川通りは観
光客にとっても重要な道となるため、無電柱化とともに周辺の景観に配慮
した美装化を行う。また、これらの軸となる通りに接続する道路について
も美装化を行い、周辺景観の向上に務める。

高梁地区の歴史が色濃く残る通りの一角に地域住民や観光客のための休憩
施設の整備を行い、交流人口の増加を図る。
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